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１　補正予算案の考え方について

　各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる

　事項です。

　各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 財政局案段階では未計上

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 計上せず
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２　補正予算要求事業

（１）総括表 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

51 13 19 
(51) (13) (19)

4 4 4 
(－) (－) (－)

債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
１件 １件 １件

200 200 200 
(200) (200) (200)

255 217 223 
(251) (213) (219)

債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
１件 １件 １件

教育委員会

区 分 要 求 額 予 算 案財 政 局 案

総務局

合 計

観光文化交流局
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（２）各局の内訳 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
議会報告会の開催 に公開するとともに、市民意見 4 

　（市会事務局） を把握し、議会活動に反映させ (4) － 
るため、議会報告会を開催 (－)

（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会だよりの例月化 に公開・発信するため、市会だ 24 

　（市会事務局） よりを例月化 (24) － 
(－)

（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
区役所等における議 に公開・発信するため、区役所 2 

会広報番組の放送 等において議会広報番組を放送 (2) － 
　（市会事務局） (－)
（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会図書室でのイン に公開・発信するため、市会図 2 

ターネット中継の閲 書室での、インターネット中継 (2) － 
覧とＤＶＤの貸出し の閲覧とＤＶＤの貸出しを実施 (－)
　（市会事務局）

（総務局） 2026年でのアジアパラ競技大会 13 

アジアパラ競技大会 の開催に向けて、競技会場候補 19 (13)

の開催に向けた検討 施設のバリアフリー対応状況等 (19) 19 

の調査、関係機関との調整等 (19)

＜財政局案概要＞
　県市共同で実施する施設調査 県：市＝２：１
　等に係る負担割合 第20回アジア競技大会における大会
　　県：市＝１：１ 主催者負担経費に関する負担割合と

同様とする

＜予算案概要＞
局要求通り

（観光文化交流局） 柱、梁、土台に使用する主架構 4 

名古屋城天守閣木造 木材等を保管・加工するための 4 (－)
復元の木材保管庫設 施設を特別史跡外に設置 (－) 4 

置工事 (－)
　債務負担行為
　　期間　令和２年度
　　限度額　313百万円

①

3

保留

④

保留

1

保留

④

①

要求額
財政局案

考え方
番
号

事 項 名 要 求 概 要
予算案

2

④

5

①

4

保留

④

②

6
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（単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（教育委員会） 中学校の授業中に起きたプール 200 

中学校プール事故に 事故に係る損害賠償請求訴訟に 200 (200)

係る訴訟における和 ついての和解金 (200) 200 

解金 (200)

番
号

7

財政局案

予算案
考え方

①

①

事 項 名 要求額要 求 概 要
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３　使用料・手数料改定等

（単位：百万円）

（住宅都市局） 建築基準法の改正に伴い、用途
建築審査手数料（用 地域における建築等許可申請手 元年7月 － 
途地域における建築 数料の区分を新設
等許可申請手数料） 　　　　　　（条例改正予定）

（現  行）　　 180,000円／件
（改定後）
　特例許可を受けた建築物の増
　築、改築又は移転
　　　　　　　 120,000円／件
　日常生活に必要で、住環境の
　悪化を防止する措置が講じら
　れているものの建築
　　　　　　　 140,000円／件
　上記以外のもの
　　　　　　　 180,000円／件

（消防局） 地方公共団体の手数料の標準に
危険物施設設置許可 関する政令の一部改正に伴い、 元年10月 － 
等手数料 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所の設置の許可に係る手数
料を改定　　（条例改正予定）

　貯蔵量最大数量10,000kl以上
　50,000kl未満
　　　　　　 1,580,000円／件
　　　　　 →1,590,000円／件
　貯蔵量最大数量50,000kl以上
　100,000kl未満
　　　　　　 1,940,000円／件
　　　　 　→1,950,000円／件
　貯蔵量最大数量100,000kl以
　上200,000kl未満
　　　　　　 2,260,000円／件
　　　　　 →2,270,000円／件

予算案

考え方
番
号

事 項 名 概 要
実施
時期

改定
見込額

財政局
案

2

－ ①

1

－ ①

－ ①

－ ①
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（各局お問い合わせ先）

観 光 文 化 交 流 局 総 務 課 052-972-3106

企 画 経 理 課

住 宅 都 市 局

消 防 局 総 務 課

教 育 委 員 会 052-972-3210

企 画 経 理 課 052-972-2905

052-972-3506

総 務 局 総 務 課 052-972-2104

電 話 番 号担 当 課担 当 局 室


